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事業報告書 

 

公益社団法人札幌ふる里公苑は、北海道における墓地需要を勘案し、安定した墓数を確保・提

供するため、墓地用地の確保・造成、墓地の開発・設置を行い、北海道民等に墓地の使用権を販

売することを事業目的としています。現在の使用申込者数は一般墓地、合葬墓合わせて 72,000 名

を超え、運営にご尽力いただいているみなさまの日頃のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 

さて、近年は家族構成の変化や核家族化の進展により、少人数向け墓地の需要増加や、先祖

代々のお墓を建替えて、供養したいという相談が増えています。 

改葬による真駒内滝野霊園への納骨体数は過去 5年間で 5,000 件の実績があります。また、令

和 6年度に札幌市内の商業施設や霊園施設で開催した『終活お墓の相談窓口』では、約 1,700 件

の相談が寄せられ、不特定多数の道民の墓地需要に応えました。 

なお、宗旨宗派を問わない公園霊園として、園内各永代供養施設の合同供養祭開催や参加型

花手水の開催など、みなさまが安心して参加いただける体制を整え、安全で良好な霊園環境となる

よう努めました。 

 

公益目的事業 

Ⅰ．墓地の開発・提供及び管理運営に関する事業 

１．墓地等開発・提供事業 

（1）【墓所使用許可数】 

① 令和 6年度墓所使用許可数（計画・実績） 

  令和 6年度（計画） 令和 6年度（実績） 

 規格墓所 610 基 46.9％ 586 基 46.9％ 

 自由墓所 140 基 10.8％ 190 基 15.2％ 

 供養墓 550 基 42.3％ 474 基 37.9％ 

 合 計 1,300 基 100％ 1,250 基 100％ 

 ふる里霊廟 700 件 936 件 

 頭大仏御廟 150 件 126 件 
  

② 使用許可数累計と総区画予定数 

  使用許可数（累計） 総区画予定数 

 規格墓所 32,400 基 59.3％ 基 ％ 

 自由墓所 17,901 基 32.8％ 基 ％ 

 供養墓 4,335 基 7.9％ 基 ％ 

 合 計 54,636 基 100％ ※後記の通り 基 ％ 

 ふる里霊廟 17,568 件  

※総区画予定数 74,622 基として届出ているものは大枠のものである。現状、小型墓所が主流で 

あることから、90,000 基以上となる見込である。 



3 

 

（2）【墓所造成工事（新規基礎造成工事）】 

① 第 2 期 3 区  供養墓 墓所造成工事 

② 第 2 期 3 区  規格墓所 墓所造成工事 

③ 第 3 期 16 区 規格墓所 墓所造成工事 

④ 第 3 期 30 区 供養墓 墓所造成工事 

⑤ 第 3 期 38 区 規格墓所 墓所造成工事 

⑥ 第 3 期 65 区 供養墓 墓所造成工事 

（残工事） 

① 第 2期 16 区 規格墓所 墓所造成工事 

② 第 3期 30 区 供養墓 墓所造成工事 

③ 第 3期 38 区 規格墓所 墓所造成工事 

④ 第 3期 61 区 規格墓所 墓所造成工事 

⑤ 第 3期 64 区 規格墓所 墓所造成工事 

 

２．墓地等維持管理事業 

（1）【管理料の徴収業務】 

① 管理料制度は以下の 4つに分類 

A 毎年支払（口座振替、銀行振込） 

B 前納管理料 

C 有期限制度 

D 管理料一括制度（新規契約の 8割以上が選択） 

（2）【事務管理】 

① 霊園管理システムを活用し、顧客情報の管理を適正に行った。 

② 権利者の利便向上や業務対応の軽減を目的に、公式ホームページからのオンライン申請 

を受付し、住所変更などの各種事務手続を受理した。 

③ 各種オンライン申請フォームのフォーマットを改善し、不備を減らした。 

④ 外部出力の制限やアクセスログなどの管理を行い、個人情報の適切な管理を行った。 

⑤ 管理使用規定や事務手続などの対応マニュアルを関係者専用のコンテンツに取りまとめ、 

   関係者一同に啓蒙することにより、権利者への説明不備削減に努めた。 

⑥ 会報送付や新聞お悔み検索により、権利者の現況把握に努めた。 

⑦ 管理料未納者や住所不明者へ手続きを促すための看板設置を行い、将来的な無縁墳墓 

の防止に努めた。 

⑧ 納骨手続申請者には必要書類を事前に郵送し、窓口の混雑緩和に努めた。 
 

納骨手続（当年） 埋蔵墓数（累計） 埋蔵体数（累計） 

3,502 件 46,763 基 123,092 体 
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（3）【利便向上を目的とした設備投資・園内改修】 

① 桜やラベンダーなどの開花状況、天候や積雪、道路状況などをWEB カメラで配信し、 

   墓参予定者の利便向上に努めた。 

② 滝之太陽殿（旧管理事務所）のロビーを無料休憩施設として開放し、墓参者の利便向上 

   に努めた。 

   ③ 墓参バス利用者の利便向上のため、園内バス停へ、風雪を防ぐための囲いを設置した。 

（4）【墓参バスの運行】 

① 権利者が墓参で活用できるように地下鉄真駒内駅から、墓参バスの運行を行った。 

② お盆や彼岸など混雑が予想される日程は、事前にバスを増便して利便向上に努めた。 

③ 混雑を防ぐため、会報や公式ホームページで混雑予想日を掲載し、分散化に努めた。 

（5）【会報誌『春秋朋だより』の発行】 

令和 7年 3月 3日に発行した『春秋朋だより 3月号』では、下記の通り、権利者へお参りに 

必要な情報提供を行った。 

① 墓参バスの時刻表や乗場の案内 

② 公共交通機関や自家用車でのアクセス方法 

③ お盆や彼岸、供養祭のイベント情報 

④ 納骨などの事務手続 

⑤ 管理料制度の概要・種類・お知らせ 

（札幌市営霊園の動向・値上げの検討・コンビニ決済の導入予定） 

⑥ 特別優待券の発行（路線バスへの乗車を増やすことにより、墓参バスの混雑を軽減） 

⑦ 正会員の募集 

（6）【供養祭等の開催】 

   真駒内滝野霊園全ての御霊を供養する目的で、下記の通り供養祭を開催 

① 特別供養祭・・・・・・・・・・・・・・・ 4 月 20 日・5 月 11 日・6 月 15 日・7 月 20 日・9 月 14 日 

② 頭大仏供養祭・・・・・・・・・・・・・ 7 月 13 日 

③ ふる里霊廟合同供養祭・・・・・・ 7 月 14 日 

④ 各永代供養施設 読経供養・・ 8 月 13～16 日・9 月 22 日・3 月 20 日 

⑤ 御霊祭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 月 13～16 日（送り火） 

⑥ その他、永年供養・供養墓・頭大仏御廟等の月参りや、ふる里霊廟や八角堂、頭大仏殿 

などの永代供養施設で僧侶による読経供養を実施し、御霊を供養した。 
 

 

収益事業 

Ⅰ．墓石工事関連事業 

１．墓石及び附帯品の販売 

（1）【供養墓の販売】 

① 承継者不在の方でもお墓を求められるように、霊園がご家族に代わり供養するお墓を用意 

② 販売実績 ：474 基 前年度 ： 489 基 
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（2）【墓石や附帯品の販売、墓石等への彫刻や補修対応】 

① 低廉な価格や迅速な対応を維持するため、社団でも附帯品の販売や墓石への彫刻、 

補修対応を実施した。オンラインでの申請も例年通り受付を行った。 

    ② 故人の好きだった言葉やペット・趣味・風景などのイラストやデザインパターンをお墓に 

      彫刻することができるワンポイントシリーズのラインナップを令和 6年度に追加した。 

   ③ 規格墓所の墓石取扱い 
 

 販売実績 前年度 

桜の杜（家族用ガーデン葬） 249 基 160 基 

For Heart（ユニバーサルデザイン墓所） 119 基 155 基 

さくらガーデン（家族用樹木葬） 171 基 186 基 

    

2．墓石施工工事に伴う建立条件審査並びに園内秩序維持のための指導監督及び、これに 

付随する事業 

① 施工規則に従い、墓参者の安全と供養行為への配慮に最大限努めるように、工事施工 

者へ指導した。 

② 施工の際は、事前に墓石建立契約書、墓石工事内訳書および図面の申請を受け、 

管理規定上の条件に合致しているか、管理検査を行った。 

3．真駒内滝野霊園ホームページへの墓石関連バナー広告事業 

利用予定者が墓石建立前に様々な情報（販売価格やサービス概要）を収集することが 

できるようにバナー広告を募集し、協力石材店 8社から申請があった。 

 

 

収益事業 

Ⅱ．利用者の利便向上事業 

1．法要事業 

① 礼拝堂や法要会場で回忌法要の実施や飲食の提供を行った。 

② 礼拝堂利用実績 ： 608 件  法要会場利用実績 ： 348 件 

2．各種事務手続事業 

納骨や名義変更などの必要書類は、基本的に郵送で手続きを進め、窓口の混雑緩和や 

利便向上に努めた。 

3．顧客サービス事業 

① 僧侶の手配代行（檀家寺がない権利者のため、霊園が僧侶手配を代行） 

② お花のレンタル（お墓に鉢植えを設置し、契約期間お花の手入れを実施） 

③ お参り代行・清掃代行（遠方や高齢等により墓参が困難な権利者に代わり実施） 

④ 29 区ペット合葬墓（管理使用規定によりペットの埋蔵ができない墓所の権利者のため 

ペット専用合葬墓を受付） 
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4．物販・飲食事業 

① 供花・線香・ローソク・供物などの墓参用品販売を行った。 

② 墓参者の待合せや休憩のため、軽食や飲料の販売を行った。 

③ 混雑が予想される日程は、渋滞緩和のため、 「屋外テント」や「ドライブスルー」で 

供花や線香を販売した。 

④ 頭大仏殿内のロタンダカフェ内で軽食や飲料の販売を行い、拝観されたお客様の休憩 

スペースとして提供した。 

5．お悔み検索 

無縁化の防止を目的に、新聞お悔み欄を参照し、現況把握に努めた。 

 

 

収益事業 

Ⅲ．観光事業 

入場管理 

頭大仏殿・モアイ像・ストーンヘンジ等へ入場する車両および利用者より、駐車料金の徴収・ 

頭大仏殿参拝料の徴収を行った。 


